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構造改革特別区域法に係る劇場等における誘導灯及び誘導標識 
に関する基準の特例適用について 

 
構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）第３条第１項に基づき閣議決定され

た構造改革特別区域基本方針（平成１５年１月２４日閣議決定。以下「方針」という。）

別表１「４１１」において「劇場等における誘導灯及び誘導標識に関する基準の特例適用

措置」が盛り込まれ、劇場等の事業を構造改革特別区域（以下「特区」という。）で行う

場合に一定の要件を満たせば、当該特区内の劇場等を所轄する消防長（消防本部を置かな

い市町村においては、市町村長。）又は消防署長が消防法施行令（昭和３６年政令第３７

号。以下「令」という。）第３２条を適用し、誘導灯及び誘導標識の設置及び維持に係る

規定を適用しないことができる特例措置について判断する際の考え方を、通知により示す

こととされたところです。 
上記の方針を受け、この考え方を下記のとおり取りまとめたので通知します。 
なお、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対して

もこの旨周知されますようお願いします。 
 

記 
 
第１ 特例措置を適用できる対象物 
  特区内の劇場等（令別表第１（１）項イに掲げる劇場、映画館、演芸場又は観覧場） 
 
第２ 特例措置を適用できる消防用設備等 
  誘導灯及び誘導標識 
 
第３ 特例措置の要件及び内容 
  次の(１)から(５)までの全ての要件に該当する場合には、令第２６条の規定にかかわ

らず、当該劇場等の避難階（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３条

の３第１号に規定する避難階をいう。以下同じ。）における避難口に係る誘導灯及び誘

殿



導標識の設置を要しないものとする。 
 (１) 当該避難階の床面積が５００㎡以下であり、かつ、客席部の床面積が１５０㎡以

下であること。 

 (２) 客席部に直接面する避難口を２以上有し、当該避難口が客席の各部分から容易に

見とおし、かつ、識別できるとともに、歩行距離２０ｍ以下であること。 

 (３) 劇場等の屋外に避難した在館者が、当該劇場等の開口部から３ｍ以内の部分を通

ることなく安全な場所に避難できること。 

 (４) 火災時に自動火災報知設備の感知器の作動と連動し、手動でも直ちに点灯するこ

とができ、かつ、出入口を十分な明るさで照らすことのできる照明器具(非常電源付)

を客席部に面する避難口全てに設置するとともに、上映中は当該避難口に係員を常駐

させること。 

 (５) 上映前等に、係員から在館者に対して避難口の位置等に関する案内説明を行うこ

と。 
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